
　皆様、こんにちは。代表幹事の藤原功子です。

　六月総会にて代表幹事に就任してから、あっという間に半年が過ぎました。今年度はコロナ禍

ということで、ほとんどの連盟活動をオンラインにより行っております。

　まず、制度部の活動についてご報告させていただきます。税理士制度委員会の活動としまして

は、7月～9月にかけてオンライン講座「連盟制度★塾★税理士制度をうちで学ぼう♪」（全3回）

を開催しました。京都支部の市木雅之特別会員のご協力のもと、連盟として、会員の皆様に税理

士法に対する知識を深めていただく場をご提供することができたかと思います。私自身にとっ

ても、改めて税理士法をじっくりと確認する貴重な機会となりました。

　また、秋季シンポジウム委員会では現在、「事業承継税制」をテーマとした論文作成を進めてお

ります。そして、税制対策委員会では、来年4月に本会へ税制改正意見書を提出することを目標に

して、早い段階から委員会を開催して意見書の作成を進めております。

　制度部の活動に関しては、原制度部長を中心に水野委員長、毛利委員長、濱田委員長がそれぞ

れの役割をきちんと果たし、委員会を進めてくださっており、非常に頼もしく感じております。

　次に組織活動です。今年度は証票伝達式がすべてWEB開催となったため、従来から行ってい

た勧誘活動ができなくなりましたが、本会広報誌の新規登録者情報を利用して、冊子や認定研修

の案内を送付することを幹事会にて決議しました。月によっては、相当数の新規登録者がいらっ

しゃいますので、宛先を整理するだけでも大変な作業となりますが、笹田組織部長が頑張ってく

ださっています。

半年間の活動を振り返って半年間の活動を振り返って

第56代 代表幹事 藤 原 功 子
（兵庫県支部）

　広報活動については、各支部での活動が制限される中、川上広報部長が広報誌を繋いでくだ

さっています。川上広報部長とは、執行部発足後、一度もリアルでお会いしたことがなく電話か

メールでのやり取りになってしまっているところが、今年度ならではだと思っています。広報活

動に関しては、私もできる限り皆様に連盟活動を知っていただこうと思い、連盟のFacebookを

細目に更新するようにしています。（掲載する写真はほとんどがPC画面という状態ですが、これ

も今年度ならでは・・・ということで。）

　コロナ禍の収束が見えない中、健康と安全を第一にほとんどの活動をオンラインで行ってお

りますが、執行部発足後半年を経過した現在、会員同士の「距離感が縮まらない」という声もあり

ます。私自身も、今まで培ってきた関係性の「貯金」で活動を進めているような部分があり、そろ

そろオンライン活動の限界が見えてきているのではないかと感じております。その一方で、移動

距離と時間の問題については、「かなり負担が軽減されている」との意見もあります。今年度はコ

ロナ禍によりオンライン活動を徹底しておりますが、この経験が必ず次年度以降の連盟活動の

発展に繋がると信じて、もどかしい状況であっても止まることなく連盟活動を進めていく所存

でございます。
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皆様こんにちは、代表幹事の森岡です。新執行部となり早くも４ヶ月が経過しました、その間に

制度部を中心に活発に活動をしている真っ最中です。

今、私が原稿を書いている少し前に衆議院が解散しました。これにより10月22日に投開票が行わ

れることとなっています。この広報誌が皆様のお手元に届く頃には結果は出ている事だと思います

が、我々税理士にとって政治は、税理士法改正、税制改正等々切っても切れない関係にあり皆様の

気になるところだと思います。今回衆院選の争点の中に消費税があります。消費税は平成31年10月

に税率が10％なることが決められています。それに伴い複数税率の導入、平成35年10月からインボ

イス方式が導入されることとなっています。複数税率は、適用税率の判定の不明確な点、対象品目

の客観的な判断が不明確である点、複数税率の効果が富裕層に対してより大きくなる逆進性の問題

があります。またインボイス方式は事業者の事務負担が増大する点、免税事業者が取引から除外さ

れる等の問題があり、これらについては、当連盟、税理士会ともども反対しています。この消費税

に関する改正は政治決着という導入経緯でしたので、今回の衆院選により消費税の行方が気になる

ところですが、今後も我々は反対の意見を表明していく予定です。また、消費税といえば今年度岐

阜で開催される秋季シンポジウムのテーマとなっています。我々近畿青年税理士連盟は、消費税に

おける国内取引と国外取引をテーマに論文集、発表の研究を重ねています。

また、市民税特別徴収税額決定通知書へのマイナンバーの記載方法及び送付方法について、市町

村によっては個人番号をすべて記載の市町村もあれば、一部非表示の市町村もあったり、送付方法

も普通郵便であったり、簡易書留であったりと市町村によって統一されていなかったため、当連盟

で近畿２府４県の各市町村にアンケートを実施しました。その結果、実に75％を超える回答を頂き

ました。そのアンケート結果を集約し全国青税、税理士会、総務省等に意見することを考えています。
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　広報活動については、各支部での活動が制限される中、川上広報部長が広報誌を繋いでくだ

さっています。川上広報部長とは、執行部発足後、一度もリアルでお会いしたことがなく電話か

メールでのやり取りになってしまっているところが、今年度ならではだと思っています。広報活

動に関しては、私もできる限り皆様に連盟活動を知っていただこうと思い、連盟のFacebookを

細目に更新するようにしています。（掲載する写真はほとんどがPC画面という状態ですが、これ

も今年度ならでは・・・ということで。）

　コロナ禍の収束が見えない中、健康と安全を第一にほとんどの活動をオンラインで行っており

ますが、執行部発足後半年を経過した現在、会員同士の「距離感が縮まらない」という声もありま

す。私自身も、今まで培ってきた関係性の「貯金」で活動を進めているような部分があり、そろそろ

オンライン活動の限界が見えてきているのではないかと感じております。その一方で、移動距離

と時間の問題については、「かなり負担が軽減されている」との意見もあります。今年度はコロナ

禍によりオンライン活動を徹底しておりますが、この経験が必ず次年度以降の連盟活動の発展に

繋がると信じて、もどかしい状況であっても止まることなく連盟活動を進めていく所存でござい

ます。

支部活動報告

支部長　小西　信幸
　大阪支部は、約210名の会員で構成されていま
す。本年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止
の制限がある中、「会員相互の親睦と研鑽」を図るた
め、できる限りの活動を行っています。
　まず、「研鑽」の部分は、制度部、研修部を中心に活
動を行っています。
　制度部では、税制改正の意見書の作成、秋季シン
ポジウム論文の作成のみならず、「税理士法第1条」「納税者権利憲章」をテーマにした
「青税らしさ」を前面に出した部会・勉強会の開催や、先輩会員を招いて「税理士制度
と青税」をテーマに研修会の開催など、清本制度部長のもと積極的に企画実施してい
ます。
　研修部では、笹田研修部長のもと、今年度も、税法だけでなく、多種多様な研修会を
開催し、また、大阪支部の研修にすべて出席すれば、36時間研修義務を果たせるよう、
研修を企画実施しています。今年度は、会場＋Zoomの開催になり、また、連盟・全青
に向けて研修の告知を行っていただいていることもあり、2020年10月20日に開催
した研修は、参加者がなんと97名！になりました。連盟の皆様も、大阪支部の研修会
に奮ってご参加ください！
　次に、「親睦」の部分は、組織・広報部、厚生部を中心に活動を行っています。
　組織・広報部では、3年前に作成した広報冊子、「独
立開業のすゝめ」の続編を、可児組織・広報部長のも
と企画製作しています。この冊子は、会員のみなら
ず、新合格者や未入会者に対して、今後何年も通用
する有効なツールになるものと信じています。
　厚生部では、コロナ禍で夏レク、秋レクが中止に
なるなど、活動に制限がある状況ですが、走ること
が大好きな先輩会員や宮本厚生部長(そして私
も？)の声があり、2020年10月18日にリレーマラ
ソンに参加しました。久しぶりに行事に参加される
先輩会員や入会歴の浅い会員にも参加いただき、い
い親睦になりました。
　今後も「会員相互の親睦と研鑽」を図るために、積
極的に活動していきます。大阪支部の行事に奮って
ご参加ください！

大阪支部
247号では各支部の活動状況を掲載致します。今年は新型コロナ
ウィルスの蔓延により、各支部ともに活動が制限される中、各々
工夫をして活動されています。

10月20日研修会風景

10月18日リレーマラソン開始前

10月18日リレーマラソン終了後
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支部長　野村　政史
　京都支部は「会員相互の親睦と研鑽を図りつつ、納税者の権利を護り、租税制度の

改善と税理士制度の発展を図る」という理念のもと、総務部・広報部・制度部・研究部・

組織部・厚生部の6つの部により活動しています。

　本年度は新型コロナウイルス感染症により活動を大幅に制限されながらも、

ZOOM等を利用し、幹事会や各部会を開催しています。では実際にどんな活動をし

ているか、まずは「親睦」から報告します。京都支部では毎年、会員及びそのご家族の

皆様で「日帰りレクリエーション」を開催しており

ます。本年度はトロッコ列車に乗って亀岡に行き、

そこからバスでるり渓温泉に移動してBBQをする

行程でした。京都に住んではいるもののトロッコ列

車に乗った事がない人がほとんど…景色も雰囲気

も良くみんな感動していて、灯台下暗しとはまさに

この事です。BBQも行きのバスで飲み過ぎてグ

ロッキーになっている人もいましたが、お肉とお酒

は本当に美味しく楽しかったです。コロナ渦でのイ

レギュラーな形での開催を余儀なくされ、参加人数

を限定したりソーシャルディスタンスを保ちなが

らの開催でしたが、しっかりと親睦を深めることが

できました。

　次に「研鑽」です。本年度の京都支部は「適者生存～環境変化に適応できる税理士を

目指して～」を基本方針としており、その一環で10/20に「テレワーク税理士の働き

方と税理士制度」というテーマで兵庫県支部の坂井昭彦会員にご講義頂きました。

ICTの発展・普及により私たち税理士業界の働き方が多様化している一方で、税理士

法は事務所規定に関して、昭和55年以降大きな見直しを行っておりません。坂井会員

はキャリーバッグ一つで全国を飛び回る働き方を

体現しており、まさに環境変化に対応した最先端の

税理士という働き方をされていました。このような

公開勉強会や例会は、他支部の皆様もご参加いただ

けます。京都支部一同心よりお待ちしておりますの

で、お気軽にご参加ください。

京都支部
247号では各支部の活動状況を掲載致します。今年は新型コロナ
ウィルスの蔓延により、各支部ともに活動が制限される中、各々
工夫をして活動されています。

　山本　忠晃
　滋賀県支部は昭和44年に発足し、正会員・特別会員

合わせて約120名で活動しております。「会員相互の

親睦と研鑽を図る」という理念のもとに、毎月の例会

に加え秋の親睦旅行及び春の日帰りレクリエーショ

ンを実施し、特に懇親会は会員相互の情報交換や近況

報告で毎度大変盛り上がっております。

　しかしながら本年度は新型コロナウイルスの影響により滋賀県支部にとっての生

命線と言っても良い「懇親会」の開催が出来ない状況が続いておりました。

　そんな中、厚生部長が中心となり考えたのが例年10月の親睦旅行を来春に延期し、

日帰りの青空バーベキューというソーシャルディス

タンスを図ったうえで久しぶりに親睦が出来る場を

設ける企画でした。

　全員がマスクを着用し、消毒・検温も実施、そして参

加人数に対して大型すぎるバスも用意し、青空、いや、

雨の降りそうなドン曇りの中、久しぶりの楽しいイベ

ントを開催しました。

　毎年恒例の次期支部長候補の発表イベントにより

東郷会員（あくまでも、あくまでも候補です。）もへべ

れけとなり、久しぶりに会う仲間との楽しい時間は

あっという間に過ぎ去っていきます。今回参加して下

さった特別会員も交えてたくさんの情報交換もでき、

皆が大満足したバーベキュー大会となりました。

　さて、今年は新型コロナウイルスの影響により経済

状況や生活スタイルが大きな変革期を迎えておりま

す。我々中小企業の支援を行う税理士にとっても大き

な変革期となるのではないでしょうか。我々若手が時代の流れを読み、行動してい

く。滋賀青税はそんな熱い気持ちを持った仲間が集まっております。少々懇親会を重

んじすぎるお茶目な面はありますが、税理士という職業がより社会に貢献し、必要と

される存在になるよう常にアンテナを張りながら「親睦と研鑽を図る」という伝統の

もと今年も活動していきたいと考えております。

滋賀県支部
247号では各支部の活動状況を掲載致します。今年は新型コロナ
ウィルスの蔓延により、各支部ともに活動が制限される中、各々
工夫をして活動されています。
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支部長　野村　政史
　京都支部は「会員相互の親睦と研鑽を図りつつ、納税者の権利を護り、租税制度の

改善と税理士制度の発展を図る」という理念のもと、総務部・広報部・制度部・研究部・

組織部・厚生部の6つの部により活動しています。

　本年度は新型コロナウイルス感染症により活動を大幅に制限されながらも、

ZOOM等を利用し、幹事会や各部会を開催しています。では実際にどんな活動をし

ているか、まずは「親睦」から報告します。京都支部では毎年、会員及びそのご家族の

皆様で「日帰りレクリエーション」を開催しており

ます。本年度はトロッコ列車に乗って亀岡に行き、

そこからバスでるり渓温泉に移動してBBQをする

行程でした。京都に住んではいるもののトロッコ列

車に乗った事がない人がほとんど…景色も雰囲気

も良くみんな感動していて、灯台下暗しとはまさに

この事です。BBQも行きのバスで飲み過ぎてグ

ロッキーになっている人もいましたが、お肉とお酒

は本当に美味しく楽しかったです。コロナ渦でのイ

レギュラーな形での開催を余儀なくされ、参加人数

を限定したりソーシャルディスタンスを保ちなが

らの開催でしたが、しっかりと親睦を深めることが

できました。

　次に「研鑽」です。本年度の京都支部は「適者生存～環境変化に適応できる税理士を

目指して～」を基本方針としており、その一環で10/20に「テレワーク税理士の働き

方と税理士制度」というテーマで兵庫県支部の坂井昭彦会員にご講義頂きました。

ICTの発展・普及により私たち税理士業界の働き方が多様化している一方で、税理士

法は事務所規定に関して、昭和55年以降大きな見直しを行っておりません。坂井会員

はキャリーバッグ一つで全国を飛び回る働き方を

体現しており、まさに環境変化に対応した最先端の

税理士という働き方をされていました。このような

公開勉強会や例会は、他支部の皆様もご参加いただ

けます。京都支部一同心よりお待ちしておりますの

で、お気軽にご参加ください。

京都支部
247号では各支部の活動状況を掲載致します。今年は新型コロナ
ウィルスの蔓延により、各支部ともに活動が制限される中、各々
工夫をして活動されています。

　山本　忠晃
　滋賀県支部は昭和44年に発足し、正会員・特別会員

合わせて約120名で活動しております。「会員相互の

親睦と研鑽を図る」という理念のもとに、毎月の例会

に加え秋の親睦旅行及び春の日帰りレクリエーショ

ンを実施し、特に懇親会は会員相互の情報交換や近況

報告で毎度大変盛り上がっております。

　しかしながら本年度は新型コロナウイルスの影響により滋賀県支部にとっての生

命線と言っても良い「懇親会」の開催が出来ない状況が続いておりました。

　そんな中、厚生部長が中心となり考えたのが例年10月の親睦旅行を来春に延期し、

日帰りの青空バーベキューというソーシャルディス

タンスを図ったうえで久しぶりに親睦が出来る場を

設ける企画でした。

　全員がマスクを着用し、消毒・検温も実施、そして参

加人数に対して大型すぎるバスも用意し、青空、いや、

雨の降りそうなドン曇りの中、久しぶりの楽しいイベ

ントを開催しました。

　毎年恒例の次期支部長候補の発表イベントにより

東郷会員（あくまでも、あくまでも候補です。）もへべ

れけとなり、久しぶりに会う仲間との楽しい時間は

あっという間に過ぎ去っていきます。今回参加して下

さった特別会員も交えてたくさんの情報交換もでき、

皆が大満足したバーベキュー大会となりました。

　さて、今年は新型コロナウイルスの影響により経済

状況や生活スタイルが大きな変革期を迎えておりま

す。我々中小企業の支援を行う税理士にとっても大き

な変革期となるのではないでしょうか。我々若手が時代の流れを読み、行動してい

く。滋賀青税はそんな熱い気持ちを持った仲間が集まっております。少々懇親会を重

んじすぎるお茶目な面はありますが、税理士という職業がより社会に貢献し、必要と

される存在になるよう常にアンテナを張りながら「親睦と研鑽を図る」という伝統の

もと今年も活動していきたいと考えております。

滋賀県支部
247号では各支部の活動状況を掲載致します。今年は新型コロナ
ウィルスの蔓延により、各支部ともに活動が制限される中、各々
工夫をして活動されています。
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支部長　竹代　慶吾
　今年度の兵庫県支部は「Enjoy！」を合言葉に掲げ、会員同士の「親睦と研鑽」を

行っています。執行部は若手とベテランがうまく融合し、勢いがありながら、落ち着

きも感じさせる絶妙な会運営となっております。

　活動報告としては、5月に新入会員

向けのオリエンテーション＆座談会、

10月にクラフトビールを楽しむ会を

ともにオンラインで行いました。新入

会員の中には青税行事への初参加が

オンラインという方もいたため、楽し

んでもらえるか不安もありましたが、

蓋をあけてみるとどちらも大いに盛

り上がりました。参加者の子どもさん

が突如乱入してくるのも楽しみの一

つで、可愛いやり取りに癒されながら

お酒を飲めるのは、オンラインの特権

かもしれません。

　研修関係では、7月に日本の財政を

考える勉強会をオンラインで開催し

ました。支部初のオンライン勉強会で

したが、距離や時間の制約が少ない

分、未入会の方のゲスト参加もあり、大変有意義な勉強会となりました。また今年度

も税制改正意見書作成勉強会を開催しました。昨年は赤穂で一泊の合宿形式で行い

大好評だったのですが、今年度はコロナの影響で、8月、9月に一日ずつ会議室を借り

ての実施となりました。兵庫県支部の担当は資産税で、制度部長を中心に、延べ20名

以上の会員が活発な議論を繰り広げ、昨今の事業承継問題なども視野に入れた良い

意見書にまとまりました。

　今年度はリアルで集まる行事開催が難しいですが、そんな中でも若い新会員が入

会してくれています。若手とベテランが気兼ねなく交流できるのも兵庫県支部の長

所だと思います。引き続き青税の魅力を発信していき、会員のみなさんが楽しめる会

にしていきたいと考えています。

兵庫県支部
247号では各支部の活動状況を掲載致します。今年は新型コロナ
ウィルスの蔓延により、各支部ともに活動が制限される中、各々
工夫をして活動されています。

総務部長　堀井　亮良
　今年度はコロナ禍の中、各支部活動を制

限され大変であること察し致します。

　当支部の幹事会開催は、それでも10月ま

でに4回できました。

　おかげさまで昨年度には創立50周年の記

念式典を開催することができたのですが、

当支部には正会員と特別会員の区別がな

く、当然幹事もベテランから若手まで幅広

く構成されています。

　当支部ではここ数年新入会員が入ってき

ていません。そのため他支部にはご負担を

おかけしていますが、当支部の実働会員の

勤続疲労が出てまいりました。そこで10月

23日に臨時総会を開催し、支部規則の改正

を行い組織運営の簡素化を図りました。ま

た今後の支部運営をどのようにしていけば

いいか、当支部の重鎮の方々などから意見

をいただき前向きな？方向で三瀬支部長を

はじめ支部会員一体となって考えていくこ

とになりました。

　この臨時総会に先立ち、ベテランの会員

に臨時総会へ参加し易くするには、ということで支部親睦ゴルフコンペを阿騎野

ゴルフ倶楽部にて開催しました。何とか3組集めることもできたのですが、ほぼ雨

で大変な一日になってしまいました。

　ということで、当支部存続には新入会員を入れることが必須のため、新年互例会

を1月23日に行うことにしました。一人でも多くの新入会員が入会されることを

切に願っております。

奈良県支部
247号では各支部の活動状況を掲載致します。今年は新型コロナ
ウィルスの蔓延により、各支部ともに活動が制限される中、各々
工夫をして活動されています。

2020年11月30日　No.247

76



支部長　竹代　慶吾
　今年度の兵庫県支部は「Enjoy！」を合言葉に掲げ、会員同士の「親睦と研鑽」を

行っています。執行部は若手とベテランがうまく融合し、勢いがありながら、落ち着

きも感じさせる絶妙な会運営となっております。

　活動報告としては、5月に新入会員

向けのオリエンテーション＆座談会、

10月にクラフトビールを楽しむ会を

ともにオンラインで行いました。新入

会員の中には青税行事への初参加が

オンラインという方もいたため、楽し

んでもらえるか不安もありましたが、

蓋をあけてみるとどちらも大いに盛

り上がりました。参加者の子どもさん

が突如乱入してくるのも楽しみの一

つで、可愛いやり取りに癒されながら

お酒を飲めるのは、オンラインの特権

かもしれません。

　研修関係では、7月に日本の財政を

考える勉強会をオンラインで開催し

ました。支部初のオンライン勉強会で

したが、距離や時間の制約が少ない

分、未入会の方のゲスト参加もあり、大変有意義な勉強会となりました。また今年度

も税制改正意見書作成勉強会を開催しました。昨年は赤穂で一泊の合宿形式で行い

大好評だったのですが、今年度はコロナの影響で、8月、9月に一日ずつ会議室を借り

ての実施となりました。兵庫県支部の担当は資産税で、制度部長を中心に、延べ20名

以上の会員が活発な議論を繰り広げ、昨今の事業承継問題なども視野に入れた良い

意見書にまとまりました。

　今年度はリアルで集まる行事開催が難しいですが、そんな中でも若い新会員が入

会してくれています。若手とベテランが気兼ねなく交流できるのも兵庫県支部の長

所だと思います。引き続き青税の魅力を発信していき、会員のみなさんが楽しめる会

にしていきたいと考えています。

兵庫県支部
247号では各支部の活動状況を掲載致します。今年は新型コロナ
ウィルスの蔓延により、各支部ともに活動が制限される中、各々
工夫をして活動されています。

総務部長　堀井　亮良
　今年度はコロナ禍の中、各支部活動を制

限され大変であること察し致します。

　当支部の幹事会開催は、それでも10月ま

でに4回できました。

　おかげさまで昨年度には創立50周年の記

念式典を開催することができたのですが、

当支部には正会員と特別会員の区別がな

く、当然幹事もベテランから若手まで幅広

く構成されています。

　当支部ではここ数年新入会員が入ってき

ていません。そのため他支部にはご負担を

おかけしていますが、当支部の実働会員の

勤続疲労が出てまいりました。そこで10月

23日に臨時総会を開催し、支部規則の改正

を行い組織運営の簡素化を図りました。ま

た今後の支部運営をどのようにしていけば

いいか、当支部の重鎮の方々などから意見

をいただき前向きな？方向で三瀬支部長を

はじめ支部会員一体となって考えていくこ

とになりました。

　この臨時総会に先立ち、ベテランの会員

に臨時総会へ参加し易くするには、ということで支部親睦ゴルフコンペを阿騎野

ゴルフ倶楽部にて開催しました。何とか3組集めることもできたのですが、ほぼ雨

で大変な一日になってしまいました。

　ということで、当支部存続には新入会員を入れることが必須のため、新年互例会

を1月23日に行うことにしました。一人でも多くの新入会員が入会されることを

切に願っております。

奈良県支部
247号では各支部の活動状況を掲載致します。今年は新型コロナ
ウィルスの蔓延により、各支部ともに活動が制限される中、各々
工夫をして活動されています。
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支部長　髙垣　英紀
　こんにちは、近畿青年税理士連盟和政山県支

部（通称“和青税”）です。

　さて、和歌山県支部では、今年は“和歌山らし

さ”をスローガン（？）とした運営で、総務部・組

織広報部・研究制度部・厚生部により活動を行っ

ております。“和歌山らしさ”と言えば、和青税で

は横のつながりだけでなく先輩税理士との縦の

つながりからも多くの学びを得ることができ、

諸先輩方には日頃より経験や知識を惜しみなく

若手に伝えていただいており、“和歌山らしさ”

を感じる一つの場面であります。

　和歌山県支部の活動は、例年、若手他士業（弁

護士・司法書士・社会保険労務士）との交流会、和

歌山県の弁護士若手会との共同研究発表会の開

催、忘年会と新年会に合わせての研修会、春の

ファミリーレクリエーシヨンの開催が恒例と

なっておりしたが、今年は新型コロナウイルスの影響によりいわゆる三密を避けるた

め恒例行事が行えていない現状にあります。とは言っても、できる限り活動を行いた

いという思いで、幹事会等はZoom等のオンライン会議システムを用いて会合を開催

し、例年のとおり活動しております。個別には、研究制度部の活動は、他士業との共同

研究発表会や、講師を招いてオンライン会議システムで研修を行う予定です。厚生部

の活動は、たくさんの検討を行いましたが、現状、和歌山県内でのゴルフコンペを計画

しております。組織広報部の活動は、和青税のホームページで活動のお知らせや結果

の報告等、随時配信しておりますので是非ご覧ください。総務部の活動は、縁の下の力

持ちとして各活動を取りまとめております。そして、困ったときには諸先輩方より助

言をいただく関係性にあり、運営が滞りなく行われている状況です。

　このように和歌山県支部は、縦のつながりが強く、“和歌山らしさ”のある魅力があ

る支部であること、自負しております。しかし裏を返せば、和歌山県は他府県と比較し

てあまり若い税理士の登録がありません。その中で青税に入会してくれる人をどのよ

うに勧誘するかが目下の課題となっています。次の世代の若手税理士たちが和青税を

通じて成長できるよう、今年度もしっかり勧誘を行っていきたいと思っております。

和歌山県支部
247号では各支部の活動状況を掲載致します。今年は新型コロナ
ウィルスの蔓延により、各支部ともに活動が制限される中、各々
工夫をして活動されています。

新年互礼会・新合格者祝賀会の予定

大
阪
支
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兵
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歌
山
県
支
部

奈
良
県
支
部

滋
賀
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開  催  日： 令和3年1月23日（土）
開催場所： 大成閣
内　　容： 第1部　オリエンテーション　13：15～13：45

第2部　研修会　14：00～17：00
講　師　税理士　植田　卓　氏
テーマ　令和3年税制改正の動向～ 税制改正の動向をしっかり掴む～

第3部　新合格者祝賀会　17：30～19：30

開  催  日： 令和3年1月30日（土）
開催場所： ウェスティン都ホテル京都
内　　容： 第1部　オリエンテーション　15：00～15：30

第2部　研修会　15：45～17：45
講　師　元吉野家ホールディングス代表取締役　阿部　修二　氏
テーマ　吉野家の事業承継　後継者に求められるもの

第3部　合格者祝賀会　18：00～20：00

開  催  日： 令和3年1月23日（土）
開催場所： Zoomによるオンライン研修
内　　容： 第1部　研修会　時間未定

講　師　税理士　廣瀨　翼　氏　（京都青税会員）
テーマ　RPAについて

第2部　新合格者祝賀会は開催しません

開  催  日： 令和3年1月8日（金）
開催場所： 和歌山県税理士会館
内　　容： 第1部　研修会　開始時間未定（受付時間未定）

講　師　税理士　三谷　智　氏　（前全国青年税理士連盟会長）
テーマ　全青税、本会（登録調査委員会）での経験から税理士制度を考える

第2部　新合格者祝賀会は開催しません

開  催  日： 令和3年1月23日（土）
開催場所： JWマリオット･ホテル奈良
内　　容： 第1部　研修会　15：00～17：00

講　師　税理士りーな　氏
テーマ　コロナ禍で再認識した税理士の必要性～税務知識のない一見顧客への対応など～

第2部　合格者歓迎会・新年会　17：30～

開  催  日： 令和3年1月23日（土）
開催場所： ホテルボストンプラザ草津
内　　容： 第1部　研修会　15：00～17：00

講　師　未定
テーマ　未定

第2部　新合格者祝賀会　17：30～19：30 
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支部長　髙垣　英紀
　こんにちは、近畿青年税理士連盟和政山県支

部（通称“和青税”）です。

　さて、和歌山県支部では、今年は“和歌山らし

さ”をスローガン（？）とした運営で、総務部・組

織広報部・研究制度部・厚生部により活動を行っ

ております。“和歌山らしさ”と言えば、和青税で

は横のつながりだけでなく先輩税理士との縦の

つながりからも多くの学びを得ることができ、

諸先輩方には日頃より経験や知識を惜しみなく

若手に伝えていただいており、“和歌山らしさ”

を感じる一つの場面であります。

　和歌山県支部の活動は、例年、若手他士業（弁

護士・司法書士・社会保険労務士）との交流会、和

歌山県の弁護士若手会との共同研究発表会の開

催、忘年会と新年会に合わせての研修会、春の

ファミリーレクリエーシヨンの開催が恒例と

なっておりしたが、今年は新型コロナウイルスの影響によりいわゆる三密を避けるた

め恒例行事が行えていない現状にあります。とは言っても、できる限り活動を行いた

いという思いで、幹事会等はZoom等のオンライン会議システムを用いて会合を開催

し、例年のとおり活動しております。個別には、研究制度部の活動は、他士業との共同

研究発表会や、講師を招いてオンライン会議システムで研修を行う予定です。厚生部

の活動は、たくさんの検討を行いましたが、現状、和歌山県内でのゴルフコンペを計画

しております。組織広報部の活動は、和青税のホームページで活動のお知らせや結果

の報告等、随時配信しておりますので是非ご覧ください。総務部の活動は、縁の下の力

持ちとして各活動を取りまとめております。そして、困ったときには諸先輩方より助

言をいただく関係性にあり、運営が滞りなく行われている状況です。

　このように和歌山県支部は、縦のつながりが強く、“和歌山らしさ”のある魅力があ

る支部であること、自負しております。しかし裏を返せば、和歌山県は他府県と比較し

てあまり若い税理士の登録がありません。その中で青税に入会してくれる人をどのよ

うに勧誘するかが目下の課題となっています。次の世代の若手税理士たちが和青税を

通じて成長できるよう、今年度もしっかり勧誘を行っていきたいと思っております。

和歌山県支部
247号では各支部の活動状況を掲載致します。今年は新型コロナ
ウィルスの蔓延により、各支部ともに活動が制限される中、各々
工夫をして活動されています。

新年互礼会・新合格者祝賀会の予定

大
阪
支
部

京
都
支
部

兵
庫
県
支
部

和
歌
山
県
支
部

奈
良
県
支
部

滋
賀
県
支
部

開  催  日： 令和3年1月23日（土）
開催場所： 大成閣
内　　容： 第1部　オリエンテーション　13：15～13：45

第2部　研修会　14：00～17：00
講　師　税理士　植田　卓　氏
テーマ　令和3年税制改正の動向～ 税制改正の動向をしっかり掴む～

第3部　新合格者祝賀会　17：30～19：30

開  催  日： 令和3年1月30日（土）
開催場所： ウェスティン都ホテル京都
内　　容： 第1部　オリエンテーション　15：00～15：30

第2部　研修会　15：45～17：45
講　師　元吉野家ホールディングス代表取締役　阿部　修二　氏
テーマ　吉野家の事業承継　後継者に求められるもの

第3部　合格者祝賀会　18：00～20：00

開  催  日： 令和3年1月23日（土）
開催場所： Zoomによるオンライン研修
内　　容： 第1部　研修会　時間未定

講　師　税理士　廣瀨　翼　氏　（京都青税会員）
テーマ　RPAについて

第2部　新合格者祝賀会は開催しません

開  催  日： 令和3年1月8日（金）
開催場所： 和歌山県税理士会館
内　　容： 第1部　研修会　開始時間未定（受付時間未定）

講　師　税理士　三谷　智　氏　（前全国青年税理士連盟会長）
テーマ　全青税、本会（登録調査委員会）での経験から税理士制度を考える

第2部　新合格者祝賀会は開催しません

開  催  日： 令和3年1月23日（土）
開催場所： JWマリオット･ホテル奈良
内　　容： 第1部　研修会　15：00～17：00

講　師　税理士りーな　氏
テーマ　コロナ禍で再認識した税理士の必要性～税務知識のない一見顧客への対応など～

第2部　合格者歓迎会・新年会　17：30～

開  催  日： 令和3年1月23日（土）
開催場所： ホテルボストンプラザ草津
内　　容： 第1部　研修会　15：00～17：00

講　師　未定
テーマ　未定

第2部　新合格者祝賀会　17：30～19：30 
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【報告・依頼事項】

総務部

1. 六月定時総会議事録について

2. 代表幹事推薦委員会について

3. 幹事会日程及び近税会理事会・日税連理事会参観割当について

4. 全青理事の分掌一覧について

5. 連盟幹事分掌について

6. 名簿作成準備について

7. 各支部会費納入について

8. 諸経費精算マニュアルについて

制度部

1. 第 1回制度部会、連盟制度塾（第1回）動員状況について

組織部

1. 証票伝達式でのチラシ配布の中止について

各支部報告

【審議事項】

総務部

1. 近畿税理士会との懇談会の件…開催時期及び本会へ送る文書の内容について賛成多数で承認可決。

2. 連盟HP の SSL 対応の件…現状SSL 対応がされていないためセキュリティ上問題があるのでその対応を業者

　 に依頼したい旨について賛成多数で承認可決。

制度部

1. 連盟制度塾の講師報酬の件…1回あたり41,250 円（消費税込み、交通費含む）としたい旨について賛成多数

　 で承認可決。

2. 第 3回連盟制度塾チラシの件…一部修正の上、賛成多数で承認可決。

3. 秋季シンポジウム論文テーマの件…テーマを「事業承継税制とみなし贈与」から「事業承継税制の問題点と今後

　 のあり方」に変更する旨について賛成多数で承認可決。

【協議事項】 

総務部

1. 連盟の口座変更とWEB 明細書について…紀陽銀行に新たに口座開設する件、経費振込にあたりインターネット

　 バンキングを契約する件について協議をした。

制度部

1. 連盟制度塾について…録画データを認定研修として認めるべきか否か方向性について協議した。

組織部

1. 青税のPR の方法について…マルチメディア研修が認定研修に認められたので支部を超えての研修会を通じて

　 組織の活性化につなげたいとの説明があった。

2. ゴルフコンペについて…開催をすべきかどうかも含め協議をした。

●第2回幹事会 日時：令和2年7月10日（金）　場所：Zoom 会議室

【報告・依頼事項】

総務部

1. 理事会レポートについて

2. 弔事対応実務マニュアルについて

3. 連盟HP の SSL 対応について（新しいHP アドレス：https://www.kinki-aozei.jp/）

4. 代表幹事推薦委員会について

5. 近畿税理士会執行部との懇談会の進捗について

6. 会員名簿作成の進捗について

制度部

1. 第 2回制度部会、連盟制度塾（第1、2 回）開催報告その他各委員会報告について

組織部

1. 今年度の証票伝達式は会場開催がされないことについて

各支部報告

1. 支部報告（大阪支部、京都支部、兵庫県支部、和歌山県支部、滋賀県支部）

【協議事項】 

総務部

1. 今後の活動について、証票伝達式が中止される中、どのように青税をPR していくかについて説明が

　 あり協議をした。

●第3回幹事会 日時：令和2年8月21日（金）　場所：Zoom 会議室
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【報告・依頼事項】

総務部

1. 六月定時総会議事録について

2. 代表幹事推薦委員会について

3. 幹事会日程及び近税会理事会・日税連理事会参観割当について

4. 全青理事の分掌一覧について

5. 連盟幹事分掌について

6. 名簿作成準備について

7. 各支部会費納入について

8. 諸経費精算マニュアルについて

制度部

1. 第 1回制度部会、連盟制度塾（第1回）動員状況について

組織部

1. 証票伝達式でのチラシ配布の中止について

各支部報告

【審議事項】

総務部

1. 近畿税理士会との懇談会の件…開催時期及び本会へ送る文書の内容について賛成多数で承認可決。

2. 連盟HP の SSL 対応の件…現状SSL 対応がされていないためセキュリティ上問題があるのでその対応を業者

　 に依頼したい旨について賛成多数で承認可決。

制度部

1. 連盟制度塾の講師報酬の件…1回あたり41,250 円（消費税込み、交通費含む）としたい旨について賛成多数

　 で承認可決。

2. 第 3回連盟制度塾チラシの件…一部修正の上、賛成多数で承認可決。

3. 秋季シンポジウム論文テーマの件…テーマを「事業承継税制とみなし贈与」から「事業承継税制の問題点と今後

　 のあり方」に変更する旨について賛成多数で承認可決。

【協議事項】 

総務部

1. 連盟の口座変更とWEB 明細書について…紀陽銀行に新たに口座開設する件、経費振込にあたりインターネット

　 バンキングを契約する件について協議をした。

制度部

1. 連盟制度塾について…録画データを認定研修として認めるべきか否か方向性について協議した。

組織部

1. 青税のPR の方法について…マルチメディア研修が認定研修に認められたので支部を超えての研修会を通じて

　 組織の活性化につなげたいとの説明があった。

2. ゴルフコンペについて…開催をすべきかどうかも含め協議をした。

●第2回幹事会 日時：令和2年7月10日（金）　場所：Zoom 会議室

【報告・依頼事項】

総務部

1. 理事会レポートについて

2. 弔事対応実務マニュアルについて

3. 連盟HP の SSL 対応について（新しいHP アドレス：https://www.kinki-aozei.jp/）

4. 代表幹事推薦委員会について

5. 近畿税理士会執行部との懇談会の進捗について

6. 会員名簿作成の進捗について

制度部

1. 第 2回制度部会、連盟制度塾（第1、2 回）開催報告その他各委員会報告について

組織部

1. 今年度の証票伝達式は会場開催がされないことについて

各支部報告

1. 支部報告（大阪支部、京都支部、兵庫県支部、和歌山県支部、滋賀県支部）

【協議事項】 

総務部

1. 今後の活動について、証票伝達式が中止される中、どのように青税をPR していくかについて説明が

　 あり協議をした。

●第3回幹事会 日時：令和2年8月21日（金）　場所：Zoom 会議室
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　皆様、こんにちは。連盟広報部長の川上です。

　今回も皆様にご協力頂きましたおかげで無事に近畿青税247号を発行することができました。原稿依頼を快く引き受

けていただきました会員の皆様、この場をお借りしてお礼申し上げます。

　早いもので今年も残り数ヶ月となりました。今年は結局1年を通じてコロナウィルスに翻弄された年になってしまいまし

た。未だ感染者数は増加の一途を辿っておりますので、まだまだ油断はできませんが、どうしていいかわからなかった春先

に比べれば、比較的落ち着きを取り戻してきたのではないでしょうか。

　これから気温も下がり、例年でも体調を崩しやすい季節になってきます。皆様におかれましても、例年以上に体調にお

気をつけてお過ごしくださいませ。

広報部長　川上　泰裕

【報告・依頼事項】

総務部

1. 代表幹事推薦委員会について

2. 令和 2 年度行事日程等の更新について

　 ・近税会執行部との懇談会の日程が11 月 27 日（金）に決定。

　 ・証票伝達式は3 月まですべてWEB 開催となるためビラ配りは行わない。

　 ・12 月 12 日（土）の全国青税理事会の開催地が熊本から近畿に変更。

3. 全国青税役員名簿について

4. 近税立志会との懇談会の開催について

5. 近畿税理士会執行部との懇談会について

制度部

1. 第 3 回制度部会、連盟制度塾（第3 回）開催報告について

2. 税理士試験制度に関する意見書の作成について

3. 税制改正に関する意見書の作成について

組織部

1. TAC、大原の合格者祝賀会案内チラシ発送について

各支部報告

1. 支部報告（大阪支部、京都支部、兵庫県支部、和歌山県支部、滋賀県支部）

【協議事項】 

制度部

1. 全青 R4 年度税制改正に関する要望書検討項目について、連盟より全青に提出した内容について報告があり、

　 個別の要望項目について協議を行った。

組織部

1. 連盟リーフレットの郵送について、今年は証票伝達式がWEB 開催となっており、開催当日のビラ配りが出来

　 ない状況が続いている。新入会員獲得のために新規登録者に対して連盟リーフレットを郵送することとしたい

　 が、送付範囲、送付物内容について意見をもらいたいとの説明があり、協議を行った。

●第4回幹事会 日時：令和2年9月18日（木）　場所：Zoom 会議室


